
会社名：大丸興業株式会社 (単位：千円）

流 動 資 産 15,686,792 流 動 負 債 9,563,736

600,250 99,339

654,895 5,177,371

1,534,402 3,458,800

8,611,290 405,934

3,858,186 109,887

147,768 52,043

1,800 16,115

164,981 152,000

115,216 9,000

△ 2,000 75,456

7,788

固 定 資 産 3,006,523 固 定 負 債 694,492

有形固定資産 869,220 50,417

176,853 464,099

99,740 126,000

586,797 53,975

5,829 10,258,229

無形固定資産 233,171

84,340 株 主 資 本 8,342,959

148,050 1,800,000

780 6,542,959

投資その他の資産 1,904,131 450,000

297,785 6,092,959

1,193,087 別 途 積 立 金 5,167,031

64,082 繰 越 利 益 剰 余 金 925,927

335,468 評価・換算差額等 92,126

13,707 84,814

7,311

8,435,085

18,693,315 18,693,315

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

その他有価証券評価差額金そ の 他

純　資　産　合　計

機 械 及 び 器 具 備 品

土 地

そ の 他

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

資　産　合　計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

負　債　合　計

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

利 益 準 備 金

そ の 他

そ の 他 利 益 剰 余 金

短 期 借 入 金

未 払 法 人 税 等

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

電 子 記 録 債 務

買 掛 金

未 払 金

役 員 賞 与 引 当 金

未 払 費 用

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

　貸　借　対　照　表　

（ 2023 年 2 月 28 日 現在 ）

科 目 金 額 科 目 金 額

商 品

長 期 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

貯 蔵 品

前 渡 金

そ の 他

未 収 入 金

建 物 及 び 構 築 物

貸 倒 引 当 金

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

事 業 整 理 損 失 引 当 金

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

預 り 金

賞 与 引 当 金

事 業 整 理 損 失 引 当 金

長 期 保 証 預 り 金

利 益 剰 余 金



損 益 計 算 書 

２０２２年　３月　１日から
２０２３年　２月２８日まで

会社名：大丸興業株式会社 （単位：千円）

科            目 金                 額

37,573,541
35,774 37,609,315

33,774,916
10,610 33,785,527

3,823,788
3,132,798

690,989

4,840
8,911

80,222
3,153 97,126

13,334
5,361 18,696

769,420

6,303
201,456 207,759

561,661
208,477△ 81,546
434,729

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

法 人 税 等 調 整 額

不 動 産 賃 貸 原 価

当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

支 払 利 息

そ の 他

特 別 損 失

受 取 配 当 金

そ の 他

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

商 品 売 上 高

不 動 産 賃 貸 料 収 入

商 品 売 上 原 価

営 業 外 費 用

販売費及び一般管理費

営 業 利 益

受 取 利 息

営 業 外 収 益

為 替 差 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

事 業 整 理 損

減 損 損 失

経 常 利 益



 

 個 別 注 記 表  
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）  

１．資産の評価基準および評価方法 
（１）有価証券の評価基準および評価方法  

     子会社および関連会社株式   移動平均法による原価法 
     その他有価証券 
       市場価格のない株式等以外のもの 
                    期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定） 
       市場価格のない株式等   移動平均法による原価法 
 
（２）デリバティブの評価基準および評価方法 
     デリバティブ   時価法 

 
 （３）たな卸資産の評価基準および評価方法 
       商     品      総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

ただし、輸入未着商品は移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法） 
       貯  蔵  品      個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 
 
２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 
   建物及び構築物           定 額 法 
   その他の有形固定資産        定 額 法 

 
       無形固定資産（リース資産を除く）       

定 額 法 （自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

５年により償却） 
 
リース資産        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

 
３．引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金      売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実 
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、 
回収不能見込額を計上しております。 

 
賞 与 引 当 金      従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

 
役員賞与引当金      役員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 
 
退職給付引当金      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計

上しております。 

 

（１） 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。 

（２） 過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法 

過去勤務費用は、発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数（10 年）による定

額法により、発生事業年度から費用処理しております。 

                    数理計算上の差異は、発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数（10 年）によ

る定額法により、発生の翌事業年度から費用処理しております 
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事業整理損失引当金    子会社の解散清算等に伴い発生することとなる損失の見込額を計上しておりま 
す。 
 

４．ヘッジ会計の方法 
       ヘッジ会計の方法     繰延ヘッジ処理によっております。なお為替予約については、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理によっております。 
 
       ヘッジ手段とヘッジ対象  ヘッジ手段 為替予約  
                    ヘッジ対象 外貨建債権等 
 
       ヘッジ方針        社内管理規程に基づき、外貨相場や金利の市場変動によるリスクを回避するため

にデリバティブ取引を利用しており、投機目的のものはありません。 
 

       ヘッジ有効性評価の方法  ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時

及びその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定することができる

ため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。 
 
５．収益の計上基準 

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を適用しており、下記の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。 

 

ステップ１：顧客との契約を識別する  

ステップ２：契約における履行義務を識別する  

ステップ３：取引価格を算定する  

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する  

ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する  

 

①履行義務の内容及び履行義務を充足する通常の時点等  

当社は、電子部品、自動車部品、産業資材、酒類等の製品・商品の販売を行っております。このような製品・商品の販売

については、多くの場合、物品の引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し

ていることから、主として当該物品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束され

た対価から、値引、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。  

当社は、契約開始時において、当社が約束した財又はサービスを顧客に移転する時点と顧客が当該財又はサービスに対し

て支払いを行う時点との期間が１年以内となると見込んでいる場合には、約束した対価の金額に含まれる重要な金融要素の

影響について調整しておりません。  

 

②収益の総額と純額表示  

当社が本人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しております。当社が代理人と

して取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額から商品の仕入先に支払う額を差し引いた純額で収益を認識

しております。  

当社が本人として取引を行っているか、代理人として取引を行っているかの判定にあたっては、財又はサービスが顧客に

提供される前に企業が当該財またはサービスを支配しているかを検討し、次のような指標を考慮しております。  

 

・当社が、契約を履行する主たる責任を有しているか 

・当社が、顧客の発注前後、出荷中や返品時に在庫リスクを有しているか  

・当社が、価格決定の裁量権を有しているか 

 

 

（会計方針の変更に関する注記）  

１．収益認識に関する会計基準の適用  

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年

度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識することにいたしました。 

これによる主な変更点は以下の通りです。  

 

①代理人取引に係る収益認識  

当社が代理人として行っている取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、

顧客から受け取る対価の総額から商品の仕入先に支払う額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。  

－２－ 



②収益の認識時点  

当社は、物品販売取引について、従来は出荷時点で収益を認識しておりましたが、物品の引渡時点で収益を認識する方法 

に変更しております。  

 

③有償支給取引  

当社は、買戻し契約に該当する有償支給取引について、従来は原材料等を有償支給した時点で原材料等の消滅を認識して

おりましたが、金融取引として有償支給先に残存する原材料等を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する原材料

等の期末棚卸相当額について金融負債を認識する方法に変更しております。  

また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引について、従来は、原材料等の

仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた加工代相当額のみを純額で収益

として認識する方法に変更しております。  

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事

業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当

該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が9,128,112千円減少、売上原価が9,088,315千円減少、売上総利益、

営業利益がそれぞれ39,797千円減少、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ9,446千円増加しております。また、利益剰

余金の期首残高が18,441千円減少しております。  
なお、当事業年度の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。  

 

２．時価の算定に関する会計基準等の適用 
 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事

業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年 7
月 4 日）第 44－2 項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用

することとしております。なお、当該事業年度に係る計算書類への影響はありません。 
 

３．連結納税制度の適用 
当事業年度から連結納税制度を適用しております。 

なお、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020 年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグルー

プ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への

移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年 3 月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果

会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年 2 月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金

資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 

 

 

（会計上の見積りに関する注記） 

１．繰延税金資産の回収可能性 
（１）当会計年度の計算書類に計上した金額 

     繰延税金資産（繰延税金負債相殺前）   379,716 千円 
 

 （２）会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報 
    ①算出方法 
     将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で繰延税金資産を認識しております。 
     回収可能性の判断は、当社の事業計画に基づいて決定した各将来事業年度の課税所得の見積りを前提としておりま 

す。 
 
    ②主要な仮定 

国内消費動向の予測に基づく売上成長率及び半導体など原材料不足の回復見通し、市場の成長率を基に、それぞれ

の事業計画の効果を織込んだ売上高、及びコスト削減の効果を考慮した営業利益の予測です。 
 
このような重要な仮定は、経営者による最善の見積りによって行っていますが、将来の不確実な経済条件の変動等

の結果によって実際の結果と異なる可能性があり、大幅な見直しが必要な必要となった場合、翌会計年度の財務諸

表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。 
 
 

（貸借対照表に関する注記） 

１．関係会社に対する短期金銭債権        142,067 千円 

関係会社に対する短期金銭債務         471,444 千円 
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２．有形固定資産の減価償却累計額       1,320,498 千円 

 
３．担保に供している資産 

投資有価証券          197,470 千円 

          担保に係る債務の金額   189,523 千円 

 

４．貸借対照表に計上した固定資産のほか、車輌及び器具備品の一部については、リース契約により使用しております。 

 
５．保証債務残高   

金融機関からの借入金及び L/C 取引等に対する保証債務残高 300,000 千円 
 

 

（損益計算書に関する注記） 

１．関係会社に対する売上高   620,597 千円 
 
２．関係会社からの仕入高        10,437,454 千円 

 
３．関係会社との営業取引による取引高 
    販売費及び一般管理費         272,831 千円 
 
 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

１． 当事業年度の末日における発行済株式の総数 
普通株式  12,000,000 株 
 

２． 剰余金の配当に関する事項 
（１）配当金支払額 

決   議 株式の種類 
配当金の 

総額 

（千円） 

1 株あたり 

配当額 

（円） 
基 準 日 効力発生日 

2022 年 5月 27 日 

定時株主総会 
普通株式 84,000 7 円 2022 年 2月 28 日 2022 年 5月 30 日 

 
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決 議 予 定 
株式の 
種 類 

配当の 
原資 

配当金の 

総額 

（千円） 

1 株 

当たり 

配当額 

（円） 

基 準 日 効力発生日 

2023 年 5月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 

 

228,000 

 

19 円 2023 年 2月 28 日 2023年 5月 29日 

 
 

（税効果に関する注記） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産                         当 事 業 年 度 
   退職給付引当金                      142,014 千円 

減損損失                          76,843 千円 

事業整理損失引当金                     61,645 千円 

賞与引当金                         55,080 千円 

資産除去債務                        15,182 千円 

未払事業税                         12,270 千円 

電話利用権                         4,699 千円 

未払費用                           3,765 千円 

子会社株式                          3,260 千円 

商品評価損                          2,837 千円 

 

－４－ 



貸倒引当金損金算入限度超過額                 1,193 千円 

その他                            5,622 千円 

繰延税金資産 小計                      384,415 千円 

評価性引当額                       △   4,699 千円 

繰延税金資産 合計                     379,716 千円 

 
   繰延税金負債 

      その他有価証券評価差額金                 △  37,396 千円 

資産除去費用                       △   3,627 千円 

繰延ヘッジ利益                      △  3,223 千円 

繰延税金負債合計                      △ 44,247 千円 

     

  繰延税金資産の純額                        335,468 千円 

 

 

（リースにより使用する固定資産に関する注記） 
特記すべき事項はございません。 

 
 

（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社 （単位：千円） 

属性 会社等の名称 
議決権等の所有 
（被所有）割合 

関連当事者 
と の 関 係 

取引の内容 
取引金額 
（注２） 

科 目 
期末残高 
（注２） 

親会社 
J.ﾌﾛﾝﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ

株式会社  
（被所有） 

100％ 

役員の兼務 
 
連結納税 

 経営指導料の 
 支払（注１） 
個別帰属額精算 

272,831 
 

169,362               

  ― 
 

未払金 

― 
  

169,362 
  取引条件及び取引条件の決定方針等 
  （注１）経営指導料の支払については、契約条件により決定しております。 
  （注２）取引金額には消費税等は含めておりません。 

 
２．子会社 （単位：千円） 

属性 会社等の名称 
議決権等の所有 
（所有）割合 

関連当事者 
と の 関 係 

取引の内容 
取引金額 
（注３） 

科 目 
期末残高 
（注３） 

子会社 
大丸興業国際

貿易（上海） 

有限公司  

（所有） 
100％ 

製品の仕入 
 
保証債務 

製品の仕入 
  （注１） 
 保証債務 

（注２） 

10,262,020 
 

300,000 
 

買掛金 
 

  ― 

287,311 
 

― 

  取引条件及び取引条件の決定方針等 
  （注１）大丸興業国際貿易（上海）有限公司からの仕入については、市場価格を参考に決定しております。 
  （注２）保証債務は、当社が銀行借入等に対して債務の保証を行ったものであり、保証料の受領はしておりません。 
  （注３）取引金額には消費税等は含めておりません。 
 
３．兄弟会社等                                          （単位：千円） 

属性 会社等の名称 
議決権等の所有 
（被所有）割合 

関連当事者 
と の 関 係 

取引の内容 
取引金額 
（注３） 

科 目 
期末残高 
（注３） 

親会社

の子会

社 

株式会社 
大丸松坂屋 
百貨店 

 
なし 

 

 
製品の販売 
 

製品の販売 
  （注１） 

 
4,084,869 

 

 
売掛金 

 

 
623,452 

 

株式会社 
ＪＦＲｻｰﾋﾞｽ 

なし 資金の援助 
資金の借入 
利息の支払 
（注２） 

－ 
13,183 

 

短期 
借入金 

 

 
3,458,800 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注１）株式会社大丸松坂屋百貨店への製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

   （注２）株式会社ＪＦＲサービスに対する資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定し

ております。 
   （注３）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  
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（金融商品に関する注記）     

１．金融商品の状況に関する事項 
  （１）金融商品に対する取組方針 
     当社は、資金運用及び調達について親会社の子会社である株式会社ＪＦＲサービスを通じて行い、余剰資金を同社

に貸付、または同社から借入しております。 
外貨建債権等の外貨相場や金利の市場変動によるリスクに対して為替予約を実施しております。なお、社内管理規 
程に基づき、実需の範囲で行うこととしております。 

 

  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 
     営業債権である受取手形及び電子記録債権、売掛金は、取引先の信用リスクに晒されています。 
     当該リスクに関しては、当社において取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減に努

めております。 
投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。 

     営業債務である電子記録債務及び買掛金、並びに未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。その一部に

は外貨建てのものがあり為替変動リスクに晒されておりますが、当該リスクを回避するために、決済額の一部につ

いて為替予約を行っております。 
 
２．金融商品の時価等に関する事項 
 2023 年 2 月 28 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。 
なお、市場価格のない株式等（非上場株式（貸借対照表計上額 89,060 千円）、関係会社株式（貸借対照表計上額 1,193,087 千

円）は、「投資有価証券」には含めておりません。 
また、現金及び預金、受取手形、電子記録債権及び売掛金、電子記録債務及び買掛金、短期借入金については、短期間で決済

されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。 
 
 （単位：千円） 

  
貸借対照表 
計上額（＊） 

時価 
（＊） 

差額 

（１） 
デリバティブ取引 
 ヘッジ会計が適用されているもの 

10,535 10,535 － 

（２） 投資有価証券 208,725 208,725 
 

－ 

（＊）負債に計上されているものについては、（  ）で示しております。 
 
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明  
 
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3 つのレベルに分類しておりま

す。  
レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価  
レベル 2 の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 
レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価  
 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう

ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。  
 
（１）デリバティブ取引 
   店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定してお 

り、レベル２の時価に分類しております。 
 
（２）投資有価証券 
   上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル 1  

の時価に分類しております。 
 
 

（賃貸等不動産に関する注記） 

特記すべき事項はございません。 
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（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額            702 円 92 銭 

２．１株当たり当期純利益            36 円 22 銭 

 
 
（重要な後発事象に関する注記） 
（固定資産の譲渡） 
      当社は、2023 年 2月 13 日付で賃貸不動産の売却契約を締結いたしました。その概要は次のとおりであります。 

 
  （１）譲渡理由    ：有利子負債縮小のため 

  （２）譲渡する相手先 ：国内の第三者法人 
  （３）譲渡資産    ：土地及び建物（大阪市北区） 
  （４）譲渡の時期   ：2023 年 3月 
  （５）譲渡利益    ：84,271 千円 
 
 
（その他の注記） 

特記事項はございません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－７－ 


